
保育所における感染症対策
（厚⽣労働省発⾏の“保育所における感染症対策ガイドラインを参考”に）

⼤阪府健康医療部保健医療室
医療対策課
田邉 雅章
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感染症とは
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感染と感染症

ウイルスや細菌などの病原体が宿主（人や動物）の体内に侵
入し、発育または増殖することを「感染」と呼びます

病原体が体内にて増殖し、菌自体の病原性もしくは免疫機構
が反応することで症状がでることを「感染症」と呼びます

病原体もしくは⼈の個体差（免疫⼒の強弱など）により症状
がでない人います

風しん感染のうち、15から30％は不顕性感染（症状なし）
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感染後の経過

細菌、ウイルスの増殖感染

発症
（症状あり）

発症しない
（症状なし）

患者、保菌者

新たな感染

潜伏期間

2次感染
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2次感染とは

患者、保菌者の
便や嘔吐

病原体

手指
食品
物品

病原体

病原体

手指衛生手指衛生
環境消毒
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何らかの症状がでる

典型的な症状がでる

人へ伝播させる人へ伝播させる
恐れあり

潜伏期病
原
体
の
量

日数

感染症の経過

典型的な症状とは
インフルエンザ：38度以上の発熱、全⾝倦怠感など
ノロウイルス：嘔吐、⽔様性下痢
風しん：発熱、発疹、リンパ節腫脹 6



何らかの症状がでる

典型的な症状がでる

人へ伝播させる人へ伝播させる
恐れあり

ワクチン2回接種や以前の罹患歴
などにて免疫を獲得している状態

免疫が少しあるために
ある程度ウイルスを抑
え込める状態

日数

病
原
体
の
量

感染症の経過

不顕性感染
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感染成⽴の3要素

感染源

感染経路感受性のある人

病原体（細菌や
ウイルスなど）
が存在する人や
物

まだ感染を受け
てない人、免疫
を持っていない
人

病原体が体内へ
侵⼊する経路
空気、飛沫、接
触など
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子供の特徴

腸内細菌叢が未発達腸内細菌叢が未発達

消化酵素が不⼗分

免疫機構が不⼗分

身体機能が未発達

少量の菌、ウイルス量で発症し、ときに重症化する
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保育所における感染症の特性

⻑時間の集団⽣活
午睡、食事、遊び

乳児などは床を這う
手に触れるものを舐める

正しいマスクの装着、適切な⼿洗いの実施、
物品の衛生的な取り扱いが困難

乳児の特性
感染症にかかりやすい
脱水になりやすい
呼吸困難になりやすい

有症状時や症状消失後
での問題

集団発生が生じ
やすい
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出席停止の考え方
学校保健法

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マー ルブルグ病、ラッサ
熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器
症候群( 病原体がコロナウイルス属SARS コロナウ
イルスであるものに限る。) 及び鳥インフルエンザ
( 病原体がインフルエンザインフルエンザA ウイル
スであつてその血清亜型がH 5N1、H7N9であるも
のに限る。）

第2種 インフルエンザ( 鳥インフルエンザなどを除く。)、
百⽇咳、⿇しん、流⾏性⽿下腺炎、⾵しん、⽔痘、
咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

第3種 コレラ、細菌性⾚痢、腸管出⾎性⼤腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、流⾏性⾓結膜炎、急性出
血性結膜炎その他の感染症
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出席停止の期間の基準について
:第一種:治癒するまで

第二種:次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染の
おそれがないと認めたときは、この限りでない)
インフルエンザ:発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日( 幼児に
あつては、三日) を経過するまで。
百日咳:特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで。
麻しん:解熱した後三日を経過するまで。
流⾏性⽿下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過
し、かつ、全⾝状態が良好になるまで。
風しん:発しんが消失するまで。
水痘:すべての発しんが痂皮化するまで。
咽頭結膜熱:主要症状が消退した後二日を経過するまで。

結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種:病状により学校医その他の医師におい
て感染のおそれがないと認めるまで
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出席停止の日数の考え方
解熱した後3日を経過するまで

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜⽇ 土曜日

発症日 解熱日 1日目 2日目 3日目 出席可能

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜⽇ 土曜日

発症日 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 出席可能

発症した後5日を経過するまで

インフルエンザの場合、上記の期間がかつであるため（またはではな
い）
土曜日から出席可能となります。
（学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときには、こ
の限りではないです） 13



感染経路
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飛沫感染

細菌細菌
A群溶血性レンサ球菌、百日咳菌、インフルエンザ菌、肺炎球
菌、肺炎マイコプラズマなど
ウイルス
インフルエンザウイルス、アデノウイルス、風しんウイルス、
ムンプスウイルス、RS ウイルス、エンテロウイルスなど

平成25年度広報えどがわより
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空気感染

結核菌結核菌
麻しんウイルス、水痘帯状疱疹ウイルス
ときとして、ノロウイルス（嘔吐物等の自然乾燥により）

武田薬品工業
予防接種のお話
麻しんより
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平成25年度広報えどがわより
細菌
百日咳菌、腸管出血性大腸菌など
ウイルス
RS ウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルス、ロタウイルス、
ノロウイルスなど

接触感染

17



血液媒介感染

園児たちが、怪我をしたときに素手で傷口を触って
いませんか？

血液の中にも病原体が存在する可能性があります

疾患名 病原体名
B型肝炎 B型肝炎ウイルス(HBV)
C型肝炎 C型肝炎ウイルス(HCV)
後天性免疫不全症候群(AIDS) ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
成人T細胞性白血病など ヒトT細胞白血病ウイルス

（HTLV-1）
梅毒 梅毒トレポネーマ

18



感染症対策
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感染源に対する対策-1

潜伏期間中（感染成⽴から症状出現までの期間）に体の外へ潜伏期間中（感染成⽴から症状出現までの期間）に体の外へ
病原体を排出してしまう感染症も存在します
⇒麻しん、インフルエンザなどは症状出現の1日前よりウイル
スを排出

症状が消失した後も病原体を排出している感染症もある
⇒ノロウイルスは固形便になっても2から3週間はウイルスが
便の中に残存
インフルエンザでも症状消失後約一週間は注意が必要

免疫⼒（体を守る⼒）は職員>園児です
⇒同じ病原体でも園児では症状あり、職員では症状なしの状
態はありえます。症状なしの職員が病原体の排出をしている
可能性があります
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牛だけでなく、鳥や豚などの肉にも病原性大腸菌やカンピロ牛だけでなく、鳥や豚などの肉にも病原性大腸菌やカンピロ
バクターなどの細菌に汚染されている場合があります

牡蠣などの2枚貝にはノロウイルスが付着している場合があり
ます
⇒各種微生物に感染を受けないようにするためには、生鮮食
品に対しては熱を加えることが重要です

ミドリガメなどの動物も細菌に汚染されている可能性があり、
動物などを触った後には手洗いをします

感染源に対する対策-2
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飛沫感染対策
感染している者から2m以上離れて、感染者がしっかりマスク感染している者から2m以上離れて、感染者がしっかりマスク
している
（⼦供同⼠や職員との距離が近く、会話や歌を歌ったりして
いる環境では難しい）

感染している患者に近づくときは、マスクを着用する

職員の健康管理（知らぬ間に感染り患している場合ありま
す）

せき、くしゃみなどの感染症状がある園児を医務室など別部
屋で保育
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咳エチケット

くしゃみ、せきなどをすると
きには、ティッシュ、ハンカ
チなどで鼻、口を覆う、なけ
れば袖で覆う、可能ならばマ
スクを着用する
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空気感染対策
部屋全体、空調が共通の部屋まで感染する。部屋全体、空調が共通の部屋まで感染する。

発症者の隔離、部屋の換気

麻しん、水痘、結核（乳幼児の重症結核）への
有効な対策はワクチン

嘔吐物などは確実にふき取り、消毒をする

麻しん、水ぼうそう（おたふくかぜ、風しんなども）などは
ワクチン接種を
自分が知らぬ間に病原体を排出しないようにすることが大事
です（自分自身が感染源にならないように）
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接触感染対策
病原体の付着した手で、体内での侵入窓口である口、目、鼻病原体の付着した手で、体内での侵入窓口である口、目、鼻
などを触ることにより、病原体が侵入して感染。

病原体に汚染されたドアノブ、便座などの環境も感染の媒介
物となります

手指衛生

汚染された環境などの消毒
（ドアノブ、トイレ、共有のおもちゃなど）
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正しい手洗いの方法（成人の方法）
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タオルの共用は絶対にしない

手洗い時にはペーパータオルを使用する。

常⽤での使⽤が無理ならば、ノロウイルスやロタウイルス等
による感染症が発生しているときに使用する。

⽯鹸は保管時に不潔になりやすい固形⽯鹸よりも1回ずつ個別
に使用できる液体石鹸が推奨されます。

消毒は適切な消毒薬を使います。

嘔吐物や下痢便、あるいは⾎液や体液が付着していた箇所に
ついては、まずそれを丁寧に取り除き適切に処理してから消
毒を⾏います。
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感受性のある人
lまだ感染を受けていない人
免疫を持っていない人

l対策⇒免疫を獲得する術があれば、積極的に対応
する

l VPD(Vaccine preventable Disease)                        
ワクチンにて予防できる疾患については、ワクチ
ン接種を受けること
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VPD(Vaccine preventable Disease)
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衛⽣管理
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施設内外の衛⽣管理

保育室 季節に合わせ適切な室温（夏期26〜28℃、冬期20〜23℃）、
湿度約60％保持
冷暖房器、加湿器、除湿機などの清掃の実施
床、棚、窓、テラスの清掃
蛇⼝、⽔切り籠や排⽔⼝の清掃は
⻭ブラシの適切な消毒（熱湯、⽇光、薬液）と保管
⻭ブラシやタオル、コップなどの⽇⽤品は個⼈⽤とし、貸
し借りなし
遊具などの衛⽣管理
ドアノブや手すり、照明のスイッチなどは水拭きの後、ア
ルコール消毒

食事、おやつ 給湯室の衛⽣管理の徹底
衛生的な配膳、下膳
⼿洗いの励⾏テーブルなどの衛⽣管理
食後のテーブル、床などの清掃の徹底
スプーン、コップなどの食器は共用しないようにする
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調乳室 調乳マニュアルの作成と実⾏
室内の清掃
入室時の白衣（エプロン）の着用及び手洗い
調乳器具の消毒と保管
ミルクの衛生的な保管と使用開始日の記入
「児童福祉施設における食事の提供ガイド」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0331-10a.html

おむつ交換 糞便処理の⼿順の徹底
交換場所の特定（手洗い場所がある場所を設定し、食事の場などの
交差を避ける
交換後の手洗いの徹底
使⽤後のおむつの衛⽣管理（蓋つきの容器に保管）及び保管場所の
消毒

トイレ 毎日の清掃と消毒
（便器、ドア、ドアノブ、蛇⼝や⽔周り、床、窓、棚、トイレ⽤サ
ンダルなど
ドアノブや手すり、照明のスイッチ（押しボタン）などは水拭きの
あと、アルコール消毒を⾏うとよい（ノロのときは、次亜塩素酸な
ど）
トイレ使用後の手拭は、個別タオルやペーパータオルを使用
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寝具 衛生的な寝具の使用
個別の寝具に布団カバーをかけて使用
布団カバーの定期的な洗濯
定期的な布団乾燥
尿、糞便、嘔吐物などで汚れた場合の消毒（熱消毒などを⾏
う）

園庭 安全点検表の活⽤などによる安全、衛⽣管理の徹底
動物の糞や尿などの速やかな除去
砂場の衛⽣管理
樹⽊、雑草、害⾍、⽔溜りなどの駆除や消毒
⼩動物の飼育施設の清掃管理及び飼育後の⼿洗いの徹底

プール 年少児が利⽤することの多い簡易⽤ミニプールも含めて⽔質管
理の徹底（遊離残留塩素濃度が0.4mg/Lから1.0mg/Lに保てる
ように毎時間⽔質検査を⾏い、濃度が低下している場合は消毒
剤を追加するなど、適切に消毒する
プール遊びの前のシャワーとお尻洗いの徹底
排泄が⾃⽴していない乳幼児には、個別のたらいを⽤意する
（共用しない）などのプール遊びへの配慮
プール遊び後のうがい、シャワーの徹底
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感染症発生時の対応
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感染症発症時の対応
⼦供や職員の感染症への罹患が確定された際には、必要に応⼦供や職員の感染症への罹患が確定された際には、必要に応
じて関係機関（市町村及び保健所等）に対して連絡を速やか
に⾏うとともに、嘱託医や看護師等の指⽰を受け、保護者に
発症の状況やその症状、予防法などについて説明する。

子供や職員の健康状態の把握をしたり、二次感染予防につい
て関係機関に協⼒を要請します。

予防接種で予防可能な感染症が発生した場合には、子供や職
員の予防接種歴、罹患歴を速やかに確認します。

麻しんや水痘では、発生（接触）後速やかに予防接種を受け
ることで、発症を予防したり、重症化を予防することが期待
できる感染症があります。
（麻しん、水痘；接触後72時間以内にワクチン接種） 36



感染症発生時の注意点

インフルエンザの問題点：医療機関におけるインフルエンザ
迅速検査が陰性でもインフルエンザの可能性がある

ノロウイルス、ロタウイルスなどのウイルス性胃腸炎の問題
点：ノロウイルスの検査は3歳未満の乳幼児でしか検査できな
い。3歳以上の園児については、ノロウイルスの検査ができな
いために、医療機関ではウイルス性の胃腸炎として診断され
る
3歳未満の園児であっても、インフルエンザの検査と同様に、
（検査陰性＝ノロウイルス感染ではない）とはいえない

医療機関での注意：園児そのものしかみていない。

園医さんに相談を
37



１. 社会福祉施設等においては、職員が利⽤者の健康管理上、１. 社会福祉施設等においては、職員が利⽤者の健康管理上、
感染症や⾷中毒を疑ったときは、速やかに施設⻑に報告する
体制を整えるとともに、施設⻑は必要な指⽰を⾏うこと。

２．社会福祉施設等の医師及び看護職員は、感染症若しくは
食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、施設
内において速やかな対応を⾏わなければならないこと。
また、社会福祉施設等の医師、看護職員その他の職員は、有
症者の状態に応じ、協⼒病院を始めとする地域の医療機関等
との連携を図るなど適切な措置を講ずること。

３．社会福祉施設等においては、感染症若しくは⾷中毒の発
生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそ
れぞれに講じた措置等を記録すること。

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について
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４．社会福祉施設等の施設⻑は、次のア、イ⼜はウの場合は、市町村等の４．社会福祉施設等の施設⻑は、次のア、イ⼜はウの場合は、市町村等の
社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人
数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示
を求めるなどの措置を講ずること。

ア.同⼀の感染症若しくは⾷中毒による⼜はそれらによると疑ア.同⼀の感染症若しくは⾷中毒による⼜はそれらによると疑
われる死亡者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場
合

イ.同⼀の感染症若しくは⾷中毒の患者⼜はそれらが疑われる
者が１０名以上⼜は全利⽤者の半数以上発⽣した場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を
上回る感染症等の発⽣が疑われ、特に施設⻑が報告を必要と
認めた場合
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５．４の報告を⾏った社会福祉施設等においては、その原因５．４の報告を⾏った社会福祉施設等においては、その原因
の究明に資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血液、
便、吐物等の検体を確保するよう努めること。

６．４の報告を受けた保健所においては、必要に応じて感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成
１０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）第１５
条に基づく積極的疫学調査⼜は⾷品衛⽣法（昭和２２年法律
第２３３号）第５８条に基づく調査若しくは感染症若しくは
⾷中毒のまん延を防⽌するために必要な衛⽣上の指導を⾏う
とともに、都道府県等を通じて、その結果を厚⽣労働省に報
告すること。

７．４の報告を受けた市町村等の社会福祉施設等主管部局と
保健所は、当該社会福祉施設等に関する情報交換を⾏うこと。
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８．社会福祉施設等においては、日頃から、感染症又は食中８．社会福祉施設等においては、日頃から、感染症又は食中
毒の発生又はまん延を防⽌する観点から、職員の健康管理を
徹底し、職員や来訪者の健康状態によっては利⽤者との接触
を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利⽤者に対
して⼿洗いやうがいを励⾏するなど衛⽣教育の徹底を図るこ
と。また、年１回以上、職員を対象として衛⽣管理に関する
研修を⾏うこと。

９．なお、医師が、感染症法、結核予防法（昭和２６年法律
第９６号）又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はそ
の疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき
保健所等への届出を⾏う必要があるので、留意すること。
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感染症各論
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インフルエンザウイルス

感染経路 飛沫感染、接触感染

症状 潜伏期間：1〜4日間（平均2日間）
突然の高熱が出現し、3〜4日間続きます。
全身症状（全身倦怠けんたい感、関節痛、筋肉痛、
頭痛）を伴い、呼吸器症状（咽頭痛、⿐汁、咳嗽が
いそう（咳））がありますが、約1週間の経過で軽
快します。

治療 対症療法、抗インフルエンザ薬

予防 インフルエンザワクチン
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インフルエンザに対する対策

園児に咳エチケット、手指衛生を遵守させるのは難しいです園児に咳エチケット、手指衛生を遵守させるのは難しいです

職員⾃⾝が、インフルエンザをもらわないように努⼒を
⇒勤務時間内のサージカルマスクの着用を

保育園内にインフルエンザを持ち込まないように
⇒インフルエンザ流⾏中に、発熱などの⾵邪症状が出現した
ら⾃宅待機

園内でインフルエンザの集団発生が生じた場合にも、環境消
毒が必要になります
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ノロウイルス

症状 潜伏期：24から48時間
突然発症の嘔吐
下痢、腹部不快感など

治療 経口補水液（水1L 塩3g 砂糖40g）など
感染経路 経口感染、接触感染、ときとして空気感染

東京都健康安全センター
「ノロウイルス対策緊急タス
クフォース」最終報告より

あるホテルでの集団
感染事例
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ノロウイルスの循環

食品健康影響評価のためのリスクプロファイル
及び今後の課題
〜⾷品のノロウイルス〜
⾷品安全委員会の資料より神奈川県衛⽣研究所ホームページより
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食中毒原因微生物と加熱

カンピロバクター 度以上 数分カンピロバクター 65度以上 数分
サルモネラ属 75度以上 1分以上
病原性大腸菌 75度以上 1分以上
しかし
ノロウイルス 85度以上 1分以上 食中毒を防ぐ加熱

食品安全委員会 資料より
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感染伝播予防には手洗いを

48厚生労働省発⾏
保育所における感染症対策ガイドラインより



手指衛生について

流⽔単独ではなく流⽔単独ではなく
石鹸使用を

時間も30秒から1分
間

東京都健康安全センター
「ノロウイルス対策緊急タス
クフォース」最終報告より
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嘔吐物の処理

手袋の他にマスク、エプロ手袋の他にマスク、エプロ
ンの着用を

嘔吐処理の際には、園児を
嘔吐場所から遠ざける

嘔吐処理後、部屋の換気を
する

消毒をする人と、園児を遠
ざける人
2人以上必要です。
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東京都福祉保健局発⾏
社会福祉施設等におけるノロウイルス対応マニュアルより



トイレの処置、おむつ交換について
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東京都福祉保健局発⾏
社会福祉施設等におけるノロ
ウイルス対応マニュアルより
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職業感染制御研究会発⾏
個人用防護具の手引きとカタログ集より
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職業感染制御研究会発⾏
個人用防護具の手引きとカタログ集より



施設、身の回りの清潔、消毒
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東京都福祉保健局発⾏
社会福祉施設等におけるノロウイルス対応マニュアルより
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ノロウイルスによる感染性胃腸炎にご注意
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検索サイトで“⼤阪府 感
染症対策情報 ノロウイ
ルス“
の3つのキーワードを⼊⼒

“大阪府／ノロウイルスな
どによる感染性胃腸炎に
ご注意”
というページが記載され
ているのでクリック

なかほど、“ノロウイルス
による感染性胃腸炎にご
注意 [PDFファイル／
364KB]※大阪府チラシ”
をクリック



麻しん

感染様式 空気感染
潜伏期 8から12日
症状 カタル期：38℃以上の高熱、咳、鼻汁、結膜充血、

目やにがみられます。熱が一時下がる頃、コプリッ
ク斑と呼ばれる小斑点が頬粘膜に出現します。
発疹期：⼀時下降した熱が再び⾼くなり、⽿後部か
ら発しんが現れて下方に広がります。発しんは赤み
が強く、少し盛り上がっています。融合傾向があり
ますが、健康皮膚面を残します。
回復期：解熱し、発しんは出現した順に⾊素沈着を
残して消退します。

治療 対症療法（解熱薬など）
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麻しんウイルスの感染発症防止対策

園児もしくは職員に麻しん患者発生

麻しんは５類感染症ですが、全数報告（24時間以内）、積極
的疫学調査の対象となっています
保健所より、発生後の対策について相談があるかと思います
のでご協⼒お願いします

発症患者との接触歴のある人については、接触後７２時間以
内であればワクチン接種、６日以内であればガンマグロブリ
ン接種にて発病を阻止できる可能性が高いといわれています

接触者の中から、麻しん（MR含む）ワクチン接種歴のない園
児または職員がいないかどうかの確認
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風しん

感染様式 飛沫感染
潜伏期 14から21日（平均16から18日）
症状 発熱、発疹、リンパ節腫脹（ことに耳介後部、

後頭部、頚部）が出現するが、発熱は風疹患者
の約半数にみられる程度である。また不顕性感
染が15（〜30）％程度存在する。3徴候のいずれ
かを⽋くものについての臨床診断は困難である
ことに加え、他の感染症（伝染性紅斑など）と
似た症状を示す発熱発疹性疾患や薬疹との鑑別
が必要になり、確定診断のためには検査室診断
を要する。

治療 対症療法（解熱剤など）
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先天性風しん症候群

感受性のある（⾵しん罹患歴がない、もしくは⾵しんワクチ
ン（麻しん風しん混合ワクチンも含む）を2回接種していな
い）妊娠20週頃までの妊婦が感染したことにより、風疹ウイ
ルスの感染が胎児に感染する状態を先天性風しん感染とよび
ます。

先天性風しん感染のうち先天異常を含む様々な症状を呈する
病態を先天性風疹症候群（congenital rubella syndrome：
CRS）とよびます。
先天異常として発⽣するものとしては、先天性心疾患（動脈
管開存症が多い）、難聴、白内障、色素性網膜症などが挙げ
られる。
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先天性風しん感染ならびに先天性風しん症候群

先天性風しん感染状態の子供や先天性風しん症候群を併発し
ている子供においては、生後数か月間、風しんウイルスを排
出している可能性があります

そのため、風しんウイルスの排出が終わるまでは、集団生活
はできません。

⺟親が⾵しんに罹患していることがわからずに、先天性風し
ん感染状態のお子さんや先天性風しん症候群を発症している
お子さんもいるかもしれません

そのため、風しん2次感染予防のために、ワクチン接種をお願
いします
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何らかの症状がでる

典型的な症状がでる

人へ伝播させる人へ伝播させる
恐れあり

免疫が少しあるために
ある程度ウイルスを抑
え込める状態

日数

病
原
体
の
量

感染症の経過

不顕性感染

風しんの問題点 妊娠中の胎児への感染妊娠中の胎児への感染
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Take home message
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